
 

 

令和７年度 新規指定事業所について 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）介護保険法第７８条の２第１項の草津市指定地域 

密着型サービス事業所として以下の通り、２事業所を指定しました。 

 

 

 

法人名 株式会社Ｋ・ウォーク 

事業所の名称 帰帆リハビリセンター 

事業所の所在地 滋賀県草津市矢橋町１０６６番地２ 

指定年月日 令和７年６月１日 

サービス種別 地域密着型通所介護 

定員 １０名 

 

 

 

 

法人名 株式会社 ネクストライフ 

事業所の名称 デイサービスセンター かさやま 

事業所の所在地 滋賀県草津市笠山一丁目３番３２号 エスケア グラン

シェフ１階 

指定年月日 令和７年６月１日 

サービス種別 地域密着型通所介護 

定員 １８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２-２ 



 

 

○介護保険法(平成9年法律第 123号) より抜粋 

●介護保険法 

（地域密着型介護サービス費の支給） 

第四十二条の二 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村（住所地特例適用被保険者である

要介護被保険者（以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。）に係る特定地域密着型サー

ビスにあっては、施設所在市町村を含む。）の長が指定する者（以下「指定地域密着型サービス

事業者」という。）から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる

地域密着型サービス（以下「指定地域密着型サービス」という。）を受けたときは、当該要介護

被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用（地域密着型通所介護、認知症対

応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設

入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、

食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働

省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、地域密着型介護サービス費を

支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている

場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでな

い。 

 

（指定地域密着型サービス事業者の指定） 

第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、

地域密着型サービス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業

にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員

が二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者）の申請により、地域

密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を

行う事業所（第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節にお

いて「事業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介

護保険の被保険者（特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に

所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。）

に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、そ

の効力を有する。 

 

 

 

 

 

 


